
⑴借受人が死亡した
とき
⑵都道府県社会福祉
協議会会長が貸付
契約を解約したとき
⑶借受人が貸付契約
を解約したとき

据置期間
終了時
原則一括返済

返済期間

生活費を貸し付ける資金です。

（本人が所有する場合）

（注１）償還は、相続人の自己資力によるほか、不動産を売却して売却益か
ら返済する場合もあります。

（注２）貸付申請から初回送金まで要する期間は、３月程度を目安としてい
ます。
※事情により３月以上の場合あり。

●住民票（世帯全員分）

（注１）借入申込者が単独で所有している居住用不動産（同居の配偶者とともに連帯して資金の貸付けを受けようとする場合に限り、当該配偶者と共有している不動産を含
む。）に居住していること。

（注２）借入申込者が所有している居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていないこと。
（注３）借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上であること。
（注４）借入申込者が属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要する要保護世帯であると保護の実施機関（生活保護法第19 条第４項に規定する保護

の実施機関をいう。）が認めた世帯であること。

借入申込者

※上記以外にも、必要に応じて書類を求める場合があります。

年３％
又は毎年４月１
日時点の長期
プライムレート
のいずれか低
い利率

返済します。

返済




